
－融資１３－ 

静清信用金庫 

せいしんカードローン「プラス＋」 
令和 4年 1月 4日現在 

１.商品名 せいしんカードローン「プラス＋」 

２.融資対象 

・満 20歳以上 65歳未満で安定継続した収入がある方 

・以下の当金庫ローン商品を利用している方（実行予定を含む） 

①住宅ローン（保証会社は問いませんが有担保に限ります）、②無担保住宅ローン、 

③リフォームプラン、④カーライフプラン、⑤教育プラン、⑥個人ローン、 

⑦アシスト 100・500、⑧フリーローン「フィット！」 
※上記②～⑧は基金保証付き商品 

・保証会社「(一社)しんきん保証基金」の保証が受けられる方 

３.資金使途 ・自由（ただし、事業資金は除きます） 

４.融資金額 
（当座貸越極度額） 

・10万円以上 500万円以下（10万円単位） 

５.返済方法 

・残高スライド返済方式 

貸越残高 毎月定例返済額 

10万円以下 3,000円 

10万円超 30万円以下 5,000円 

30万円超 50万円以下 10,000円 

50万円超 100万円以下 20,000円 

100万円超 200万円以下 30,000円 

200万円超 300万円以下 40,000円 

300万円超 400万円以下 50,000円 

400万円超 500万円以下 60,000円 
  
・約定日前日の最終貸越残高に応じて上記の約定返済額をお支払いいただきます 

・約定日は毎月１０日とし、約定返済額はご指定口座からの引き落としとなります 

・約定返済のほかに、借入専用口座へ直接入金する随時返済も可能です 

・お利息は毎月１０日に、当座貸越残高に元加いたします 

６.融資期間 ・３年（原則、自動更新） 

７.融資利率 

・①～③の商品をご利用の方は、変動金利６．５０％（保証料含む） 

・④～⑧の商品をご利用の方は、変動金利９．８０％（保証料含む） 

※融資利率は当金庫短期プライムレートに連動します 

８.担保 ・不要 

９.保証人 ・不要  ※（一社）しんきん保証基金の保証を受けていただきます 

10.融資形式 ・当座貸越 

11.手数料 
・当座貸越の極度増額など、一部お手続きで「消費者ローン条件変更手数料 6,600円」が必要
となります(令和 4年 1月 4日以降に契約となった融資が対象)。 

・詳細につきましては、当金庫の本支店にお問い合わせください。 

12.苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業推進部お客さまの声担

当（9時～17時、電話：0120-0988-50）にお申し出ください。 
紛争解決措置 静岡県弁護士会（電話：054-252-0008）および東京弁護士会（電話：

03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会
（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です
ので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業推進部または
全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）にお申し出ください。
なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。 

13.その他 

・本商品は上記①～⑧の商品との同時申込みが可能です。その場合のお申込みは上記①～⑧の
商品の方法に準じます。 

・本商品単独でのお申込みは、店頭・ＦＡＸのいずれかとなります 
  ＦＡＸ ０１２０－０９８８－６７ （２４時間・３６５日 受付可能です） 
・審査の結果、ご利用可能なお客さまには、ご本人にご来店いただき正式にお申込みいただく

こととなります 
・カードローンは、当金庫および他の信用金庫、銀行、信用組合、農協、労金等提携金融機関
のＡＴＭ（現金自動預入支払機）でご利用いただけます 

・お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます 
・審査の結果によってはご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください 
・現在の融資利率やご返済額の試算等については当金庫の本支店にお問い合わせください 

 


